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平成 28 年 6 月１日に建築基準法の一部を改正する法律が施行され、建築基準法第 12 条の

2第 1項第 1号並びに同法第 12 条の 3第 3項第 1号に掲げる者と同等以上の専門知識及び能

力を有する者について、平成 28 年国土交通省告示第 483 号（以下「告示」という。）により

定められましたので、その概要をお知らせいたします。 

 

１．点検に必要な資格 

告示の施行により建築基準法に基づく国等の建築物の点検（第 12 条第 2 項及び第 4 項）

及び、官公法（官公庁施設の建設等に関する法律）に基づく国家機関の建築物の点検（第

12 条第 1 項及び第 2 項）は、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証（特

定建築物調査員、建築設備検査員、昇降機等検査員、防火設備検査員）の交付を受けてい

る者が実施する必要があります。 

これまでは「国等の建築物の保全に関して 2 年以上の実務経験を有する者」が点検を実

施することが可能でしたが、施行後は「建築物調査員資格者証」を申請し、資格者証の交

付を受けた者でなければ点検を実施することはできません。 

 

 

 

 

 

保全ニュースとうほく 

～ 点検者の資格の取扱いについて ～ 

点検に必要な資格の種類 
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２．資格者証の交付により点検することができる建築物又は建築設備等 

国等の建築物等の保全に関して 2 年以上の実務経験を有する者が、申請により「建築物 

 調査員資格者等」の交付を受けても、全ての建築物又は建築設備等を点検できるわけでは 

ありません。 

点検することができる建築物又は建築設備等申請者の所属する組織が所有するもので、 

次のいずれにも該当しないものに限りますのでご注意ください。 

 

・建築基準法施行令第16条第1項各号に規定する建築物 

・建築基準法施行令第16条第3項第1号に規定する昇降機 

・建築基準法施行令第16条第3項第2号に規定する防火設備 

・建築基準法施行令第 138 条の 3 に規定する準用工作物 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は「建築基準法第12条の2第1項第1号並びに同法第12条の3第3項第1号に掲げる者と同等以上

の専門的知識及び能力を有する者について」（平成28年3月10日付け事務連絡、国土交通省住宅局

建築指導課長から関係課長あて）を参照ください。 

【参考】点検対象施設の範囲（今回の法改正に伴う変更はありません。） 



 
営繕とうほく 8 

３．資格者証の交付申請に関する手続き等 

○資格者証の交付申請は団体毎に行なってください。 
 

○資格者証の申請ができる者は、各団体の職員に限ります。 

（施設管理の委託を受けている民間事業者等は対象外です。） 
 

○申請者が、退職や人事異動等により資格者証の交付を受けていた際に所属していた団 

 体の所属を離れる場合は、交付を受けた資格の効力を無効とします。ただし、同一団 

体の内部での人事異動については、団体の所属を離れていないことになるため、資格 

の効力は失われません。 
 

○申請の時期は次のとおりです。 

   ・平成 28 年度  ：6 月 15 日～9 月 30 日 

   ・平成 29 年度以降：4 月 １日～5 月 31 日 
 

○申請先 
 

【申請者】地方公共団体（都道府県下の特定行政庁を含む） 

        （青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県） 

  【申請先】東北地方整備局建政部 

 

  【申請者】中央官庁（衆議院事務局、参議院事務局、国立国会図書館、内閣法制局、人事院、 

内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、 

経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、会計検査院、最高裁判所） 

   【申請先】関東地方整備局建政部 

    ※国の場合、申請者は各府省等の本省となります。このため各出先機関から個別に申請する 

ことはありません。本省から出先機関へ照会があると思いますのでご確認願います。 

 

 

 

 

 

お知らせ 

東北地方整備局では、公共建築に関する技術的な相談を幅広く受け付けるため「公共建築

相談窓口」を設置しております。保全に関する相談事項がございましたら、下記の相談窓口

までお気軽にご相談ください。 

 

 【保全に関する相談窓口】 東北地方整備局 

   営繕部 保全指導・監督室  室長補佐 

              TEL 022-225-2171 (内線 5513)   FAX 022-268-7833 

   盛岡営繕事務所 保全指導・監督官室長 

        TEL 019-651-2015               FAX 019-605-8115 

詳細は「国等の建築物又は建築設備等のみの点検を行う者の資格の取扱い」（平成28年6月1日付

け事務連絡、国土交通省住宅局建築指導課長から関係課長あて）を参照ください。 
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